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(57)【要約】
【課題】安全な避難を妨げるボトルネックを容易に特定
して改善施策の検討を行うことができ、また、避難者の
個人特性が避難の安全性に及ぼす影響を評価することが
できる避難シミュレーションシステムを提供する。
【解決手段】この避難シミュレーションシステム１００
は、シミュレーションを実行する上での条件を入力する
シミュレーション条件入力手段１と、シミュレーション
の対象となる建造物、避難者、及び避難に使用するエレ
ベータに係る初期値データを格納するデータベース６と
、データベース６に格納されている初期値データを読み
込む初期値データ読込手段２と、各アイテムごとに設け
たシミュレーションを実行するシミュレーション実行手
段５と、シミュレーション実行手段５により実行された
シミュレーション結果を出力する出力手段３と、各手段
を制御する制御手段４と、を備えて構成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチエージェントシミュレーション技術を用いて高層建造物における災害避難方法を
シミュレーションする避難シミュレーションシステムであって、
　シミュレーションを実行する上での条件を入力するシミュレーション条件入力手段と、
シミュレーションの対象となる建造物、避難者、及び避難に使用するエレベータに係る初
期値データを格納するデータベースと、該データベースに格納されている前記初期値デー
タを読み込む初期値データ読込手段と、各アイテムごとに設けたシミュレーションを実行
するシミュレーション実行手段と、該シミュレーション実行手段により実行されたシミュ
レーション結果を出力する出力手段と、前記各手段を制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記シミュレーション条件入力手段により入力されたシミュレーショ
ン条件及び前記初期値データ読込手段により読み込まれた各初期値データに基づいて前記
各アイテムごとのシミュレーションを全ての避難者に対して実行し、該シミュレーション
の結果を可視化して前記出力手段により出力することを特徴とする避難シミュレーション
システム。
【請求項２】
　前記シミュレーション実行手段は、各階に居る避難者が階段を利用して避難する際の避
難行動をシミュレーションする階段利用避難行動シミュレーションと、各階に居る避難者
が各階に備えられたエレベータを利用して避難する際の避難行動をシミュレーションする
エレベータ利用避難行動シミュレーションと、前記エレベータが各階を移動する際の移動
処理をシミュレーションするエレベータ移動処理シミュレーションと、を有することを特
徴とする請求項１に記載の避難シミュレーションシステム。
【請求項３】
　前記階段利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に達した時点、又
は、避難者全員が災害発生階の下階に達した時点をもってシミュレーションの終了とする
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の避難シミュレーションシステム。
【請求項４】
　前記エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に達した時
点をもってシミュレーションの終了とすることを特徴とする請求項１又は２に記載の避難
シミュレーションシステム。
【請求項５】
　前記エレベータ移動処理シミュレーションは、該エレベータの状態、該エレベータの目
的階、及び該エレベータの移動時間を前記避難に使用するエレベータに係る初期値データ
とすることを特徴とする請求項１又は２に記載の避難シミュレーションシステム。
【請求項６】
　前記シミュレーションの対象となる建造物に係る初期値データは、該建造物のフロア数
、各フロアの単位空間スケールを構成する各セルの位置、該セル間の距離値、及びバンク
番号を含むことを特徴とする請求項１に記載の避難シミュレーションシステム。
【請求項７】
　前記出力手段は、予め設定したシミュレーションステップ間隔ごとに、全避難者の所在
位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開始から避難完了までの所
要時間を少なくともファイル出力することを特徴とする請求項１に記載の避難シミュレー
ションシステム。
【請求項８】
　前記シミュレーション条件入力手段は、避難方法として、階段による避難、又は／及び
、エレベータによる避難をシミュレーション条件として入力することを特徴とする請求項
１乃至７の何れか一項に記載の避難シミュレーションシステム。
【請求項９】
　前記シミュレーション条件入力手段は、災害の告知方法として、全ての階に即時に告知
する一斉告知、又は災害発生階と直上階には即時告知して他の階には所定時間遅れて告知
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する時間差告知の何れか一方をシミュレーション条件として入力することを特徴とする請
求項１乃至７の何れか一項に記載の避難シミュレーションシステム。
【請求項１０】
　前記シミュレーション条件入力手段は、階毎の告知時間、若しくは、複数の告知パター
ンをシミュレーション条件として設定可能としたことを特徴とする請求項９に記載の避難
シミュレーションシステム。
【請求項１１】
　マルチエージェントシミュレーション技術を用いて高層建造物における災害避難方法を
シミュレーションする避難シミュレーション方法であって、
　シミュレーション条件入力手段がシミュレーションを実行する上での条件を入力するス
テップと、データベースがシミュレーションの対象となる建造物、避難者、及び避難に使
用するエレベータに係る初期値データを格納するステップと、初期値データ読込手段が該
データベースに格納されている前記初期値データを読み込むステップと、シミュレーショ
ン実行手段が各アイテムごとに設けたシミュレーションを実行するステップと、出力手段
が前記シミュレーション実行手段により実行されたシミュレーション結果を出力するステ
ップと、制御手段が前記各手段を制御するステップと、を備え、
　前記制御手段は、前記シミュレーション条件入力手段により入力されたシミュレーショ
ン条件及び前記初期値データ読込手段により読み込まれた各初期値データに基づいて前記
各アイテムごとのシミュレーションを全ての避難者に対して実行し、該シミュレーション
の結果を可視化して前記出力手段により出力することを特徴とする避難シミュレーション
方法。
【請求項１２】
　前記シミュレーション実行手段は、各階に居る避難者が階段を利用して避難する際の避
難行動をシミュレーションする階段利用避難行動シミュレーションと、各階に居る避難者
が各階に備えられたエレベータを利用して避難する際の避難行動をシミュレーションする
エレベータ利用避難行動シミュレーションと、前記エレベータが各階を移動する際の移動
処理をシミュレーションするエレベータ移動処理シミュレーションと、を有することを特
徴とする請求項１１に記載の避難シミュレーション方法。
【請求項１３】
　前記階段利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に達した時点、又
は、避難者全員が災害発生階の下階に達した時点をもってシミュレーションの終了とする
ことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の避難シミュレーション方法。
【請求項１４】
　前記エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に達した時
点をもってシミュレーションの終了とすることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の
避難シミュレーション方法。
【請求項１５】
　前記エレベータ移動処理シミュレーションは、該エレベータの状態、該エレベータの目
的階、及び該エレベータの移動時間を前記避難に使用するエレベータに係る初期値データ
とすることを特徴とする請求項１１又は１２に記載の避難シミュレーション方法。
【請求項１６】
　前記シミュレーションの対象となる建造物に係る初期値データは、該建造物のフロア数
、各フロアの単位空間スケールを構成する各セルの位置、該セル間の距離値、及びバンク
番号を含むことを特徴とする請求項１１に記載の避難シミュレーション方法。
【請求項１７】
　前記出力手段は、予め設定したシミュレーションステップ間隔ごとに、全避難者の所在
位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開始から避難完了までの所
要時間を少なくともファイル出力することを特徴とする請求項１１に記載の避難シミュレ
ーション方法。
【請求項１８】
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　前記シミュレーション条件入力手段は、避難方法として、階段による避難、又は／及び
、エレベータによる避難をシミュレーション条件として入力することを特徴とする請求項
１１乃至１７の何れか一項に記載の避難シミュレーション方法。
【請求項１９】
　前記シミュレーション条件入力手段は、災害の告知方法として、全ての階に即時に告知
する一斉告知、又は災害発生階と直上階には即時告知して他の階には所定時間遅れて告知
する時間差告知の何れか一方をシミュレーション条件として入力することを特徴とする請
求項１１乃至１７の何れか一項に記載の避難シミュレーション方法。
【請求項２０】
　前記シミュレーション条件入力手段は、階毎の告知時間、若しくは、複数の告知パター
ンをシミュレーション条件として設定可能としたことを特徴とする請求項１９に記載の避
難シミュレーション方法。
【請求項２１】
　請求項１１乃至２０の何れか一項に記載の避難シミュレーション方法をコンピュータが
制御可能にプログラミングしたことを特徴とする避難シミュレーションプログラム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の避難シミュレーションプログラムをコンピュータが読み取り可能な
形式で記録したことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、避難シミュレーションシステムに関し、さらに詳しくは、マルチエージェン
ト技術を用いて高層建造物における災害避難をシミュレーションする避難シミュレーショ
ンシステムと避難シミュレーション方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、都市においては、土地を有効活用するために、オフィスビル、マンション等の建
造物を高層化することが主流となり、高層化された建造物は居住者のステータスとして受
け入れられている。また、高層化に伴って、各階への移動は必然的にエレベータを使用せ
ざるを得なくなり、便利な反面、災害（特に火災等）時における避難をどのように迅速に
行なうかが課題となっている。そこで、建造物を設計する際には、災害発生時の迅速かつ
安全な避難性能を確保するために、避難計画の策定および事前評価計算の作成が消防法に
より義務づけられている。現在義務付けられている避難安全性の評価法は、ある建造物に
ついてその利用者情報、規模・間取り情報等を略算式に代入して避難完了時間を求めると
いう手法である。
　尚、これら高層建造物内には、居住者以外に不特定多数の人が存在するため、それらの
不特定多数の人を含めた避難訓練を実際に行なうことは困難である。そこで、従来からコ
ンピュータによるシミュレーションにより災害を想定して検証することが行なわれている
。
【０００３】
　シミュレーションに関する従来技術として非特許文献１には、Virtual Reality（ＶＲ
）装置を用いて、マルチエージェントシミュレータによる仮想空間で発生した煙を、擬似
体験装置の煙発生装置により実際に煙を発生させて体験させ、その結果をアバターの行動
にフィードッバクすることが記載されている。
　また、非特許文献２には、ビル内の空間をフロア、階段、踊り場に分け、夫々の空間に
おける避難者の動きをモデル化して、避難時の各空間の合流箇所の混雑度合いを待ち行列
を用いてシミュレーションしている。
　また、非特許文献３には、災害時における人間の心理や行動特性を考慮に入れた避難行
動のシミュレーションであって、これらの人間の心理や行動特性を避難者の属性に組み込
むことにより、避難者の行動を表現している。
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【非特許文献１】「建物火災を対象とした疑似体験型マルチエージェントシミュレータの
開発」谷塚俊輔、中西英之、石田　亨、阿部伸之、山田常圭：The 19th Annual Conferen
ce of the Japanese Society for Artificial Intelligence,2005
【非特許文献２】「高層ビルにおける避難シミュレーションの構築と評価」小塩佳奈：中
央大学理工学部情報工学科　卒業研究論文　２００６年
【非特許文献３】「マルチエージェントモデルを用いた避難行動のシミュレーション」押
野　麻由子：中央大学理工学部情報工学科　卒業研究論文　２００５年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の消防法による評価方法は簡便性にすぐれる反面、安全・確実な避
難計画を策定する際には、その評価内容に関して、１）ある結果をもたらす要因の特定が
困難であるため改善施策の検討が難しい（例えば、避難時間の遅れは建物形状のどのよう
な箇所が原因で生じているのか、等を特定することが困難である）。２）避難時ルールの
策定などソフトウェア面での施策の効果予測が困難である（避難誘導の方法や避難時ルー
ルの周知度による影響の予測等）。３）個人の特性（例：障害者、高齢者などの避難弱者
）を考慮できない等の課題がある。
　また、非特許文献１に述べられている従来技術は、シミュレーションによって発生した
煙を実際に発生させて、アバターの行動にフィードッバクしているので、実際の避難行動
に近いシミュレーション結果が得られて、シミュレーションの精度を高めることができる
が、装置の規模が大きくなり、シミュレーション結果を得るまでに多大の時間を要し、シ
ミュレーションコストが高くなるといった問題がある。
　また、非特許文献２に述べられている従来技術は、避難者モデルが待ち行列により避難
することを前提にシミュレーションしているが、実際の避難者の行動は、正確な待ち行列
（一列に並ぶこと）になる場合はむしろ少なく、出口に殺到する場合が多いため、理想的
な避難者行動としては有りうるが、実際の災害時に当てはめることは困難である。
　また、非特許文献３に述べられている従来技術は、避難者の心理面を避難者の属性に組
み込んでシミュレーションを行なっているため、現実の場面に近くなり、シミュレーショ
ンの精度を高めることはできるが、各エージェントにどのような心理的な属性を与えるか
が難しく、且つ、全てのエージェントに属性を与えなければならず、シミュレーションの
準備段階に多大の時間を要するといった問題がある。
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、避難者個人を一個の行動単位とし
てモデル化して避難行動中の各個人の状態を逐次再現するというアプローチをとることに
より、避難中の任意の時点における避難状況を追跡することで、安全な避難を妨げるボト
ルネックを容易に特定して改善施策の検討を行うことができ、また、避難者の個人特性が
避難の安全性に及ぼす影響を評価することができる避難シミュレーションシステムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明はかかる課題を解決するために、請求項１は、マルチエージェントシミュレーシ
ョン技術を用いて高層建造物における災害避難方法をシミュレーションする避難シミュレ
ーションシステムであって、シミュレーションを実行する上での条件を入力するシミュレ
ーション条件入力手段と、シミュレーションの対象となる建造物、避難者、及び避難に使
用するエレベータに係る初期値データを格納するデータベースと、該データベースに格納
されている前記初期値データを読み込む初期値データ読込手段と、各アイテムごとに設け
たシミュレーションを実行するシミュレーション実行手段と、該シミュレーション実行手
段により実行されたシミュレーション結果を出力する出力手段と、前記各手段を制御する
制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記シミュレーション条件入力手段により入力さ
れたシミュレーション条件及び前記初期値データ読込手段により読み込まれた各初期値デ
ータに基づいて前記各アイテムごとのシミュレーションを全ての避難者に対して実行し、



(6) JP 2010-14878 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

該シミュレーションの結果を可視化して前記出力手段により出力することを特徴とする。
　本発明のシミュレーションシステムは、シミュレーション条件入力手段、データベース
、初期値データ読込手段、シミュレーション実行手段、出力手段、及び制御手段を備えて
構成されている。そして、制御手段はシミュレーション条件入力手段により入力されたシ
ミュレーション条件及び初期値データ読込手段により読み込まれた各初期値データに基づ
いて、各アイテムごとのシミュレーションを全ての避難者に対して実行し、このシミュレ
ーションの結果を可視化して出力手段により出力する。即ち、エージェントとしての避難
者の行動を、各アイテムごとにシミュレーションすることにより、マルチエージェントと
しての集合体になった場合に、避難が迅速に、且つ安全に実施できるか否かをシミュレー
ションする。これにより、個別の避難者モデルに関するデータの集計、分析を行い、想定
した避難シナリオについて迅速性、安全性の評価をして対象建造物の問題点を明確にする
ことができる。
【０００６】
　請求項２は、前記シミュレーション実行手段は、各階に居る避難者が階段を利用して避
難する際の避難行動をシミュレーションする階段利用避難行動シミュレーションと、各階
に居る避難者が各階に備えられたエレベータを利用して避難する際の避難行動をシミュレ
ーションするエレベータ利用避難行動シミュレーションと、前記エレベータが各階を移動
する際の移動処理をシミュレーションするエレベータ移動処理シミュレーションと、を有
することを特徴とする。
　エージェントとしての避難者の行動を、階段により避難する場合と、エレベータにより
避難する場合とに分けてシミュレーションすることにより、マルチエージェントとしての
集合体になった場合に、避難が迅速に、且つ安全に実施できるか否かをシミュレーション
する。また、エレベータにより避難する場合は、避難者がとる行動によりエレベータの移
動処理がどのようになるかもシミュレーションする。これにより、高層建造物による避難
を現実に近い条件でシミュレーションすることが可能となる。
　請求項３は、前記階段利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に達
した時点、又は、避難者全員が災害発生階の下階に達した時点をもってシミュレーション
の終了とすることを特徴とする。
　エレベータが使用不能となって階段により避難する場合、最も安全なことは避難者全員
が避難終了階に移動することである。また、特に火災が発生した場合は、その発生階の下
の階にとりあえず避難することが重要である。従って、シミュレーションの終了条件とし
ては、これらの何れかが達成された場合をもって終了とする。これにより、シミュレーシ
ョンを実行する条件が明確となり、無駄なシミュレーションを削除することができる。
【０００７】
　請求項４は、前記エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了
階に達した時点をもってシミュレーションの終了とすることを特徴とする。
　エレベータは密室であるため、避難の途中で停止して避難者を缶詰状態にすることも有
り得る。そのとき、各階の途中で停止した場合は、救出が困難となることも発生する。従
って、エレベータにより避難する場合は、エレベータが避難終了階に達したか否かが重要
である。その意味からも、エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避
難終了階に達した時点をもってシミュレーションの終了とすることが鉄則である。これに
より、エレベータによる避難の安全性を高めることができる。
　請求項５は、前記エレベータ移動処理シミュレーションは、該エレベータの状態、該エ
レベータの目的階、及び該エレベータの移動時間を前記避難に使用するエレベータに係る
初期値データとすることを特徴とする。
　エレベータの移動は、各階に備えられた行き先階ボタンの指示に従って移動する。また
、エレベータ独自のアルゴリズムに従って動作する。例えば、上の階と下の階で同時に行
き先階ボタンが押された場合、どちらを優先するかは、エレベータが停止している階によ
り異なる。従って本発明では、エレベータが待機中か移動中かを示すエレベータの状態、
避難者収容階か避難終了階かを示すエレベータの目的階、及びエレベータの移動時間をエ
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レベータに係る初期値データとする。これにより、エレベータの移動処理を避難状況に即
した動作としてシミュレーションすることができる。
【０００８】
　請求項６は、前記シミュレーションの対象となる建造物に係る初期値データは、該建造
物のフロア数、各フロアの単位空間スケールを構成する各セルの位置、該セル間の距離値
、及びバンク番号を含むことを特徴とする。
　シミュレーション結果を大きく左右するものは建造物の初期値データである。即ち、フ
ロアの数、シミュレーションの実行単位であるセルの位置、及びこのセル間の距離、及び
バンク番号である。バンク番号とは、例えば、１階から１３階までを各階に停止するエレ
ベータをバンク１として、１階から１３階まで停止しないで１４階から２３階まで各階に
停止するエレベータをバンク２とするように複数のバンクを形成する。これにより、建造
物内を移動する避難者の行動を正確に、且つきめ細かくシミュレーションすることができ
る。
　請求項７は、前記出力手段は、予め設定したシミュレーションステップ間隔ごとに、全
避難者の所在位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開始から避難
完了までの所要時間を少なくともファイル出力することを特徴とする。
　避難者が避難する場合、最も重要なファクターは、シミュレーション開始から避難完了
までの所要時間である。当然、階が低い避難者ほど避難完了までの所要時間が短くなる。
そこで本発明では、全避難者の所在位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレ
ーション開始から避難完了までの所要時間を少なくともファイル出力する。これにより、
各階ごとの避難完了までの所要時間と避難者全員の避難完了までの所要時間を認知するこ
とができる。
【０００９】
　請求項８は、前記シミュレーション条件入力手段は、避難方法として、階段による避難
、又は／及び、エレベータによる避難をシミュレーション条件として入力することを特徴
とする。
　災害が発生した場合、必ずしもエレベータが使用できるとは限らない。そこで本発明で
は、シミュレーションを開始する前に、シミュレーション条件として階段による避難、又
は、エレベータによる避難の何れか、或いは両方を選択して入力することができる。これ
により、実際の災害に近い条件を任意に選択してシミュレーションすることができる。
　請求項９は、前記シミュレーション条件入力手段は、災害の告知方法として、全ての階
に即時に告知する一斉告知、又は災害発生階と直上階には即時告知して他の階には所定時
間遅れて告知する時間差告知の何れか一方をシミュレーション条件として入力することを
特徴とする。
　災害が発生したとき、災害の告知を如何に早く、且つ確実に行なうかが、被害を大きく
するか否かの分岐点である。この告知方法として、全ての階に即時に告知する一斉告知、
又は災害発生階と直上階には即時告知して他の階には所定時間遅れて告知する時間差告知
がある。これらの告知方法には一長一短があり、一斉告知の場合は、同時に全員に伝える
ことはできるが、避難者が避難口やエレベータに殺到して二次災害を起こす虞がある。そ
れに対して、時間差告知は、最も災害発生現場に近い一部の避難者は即時に避難を開始す
ることができるが、所定時間遅れて告知された階に障害者等の弱者が居た場合、告知の時
間が遅れた分だけ危険度が大きくなるといった課題が残る。本発明では、シミュレーショ
条件入力手段により一斉告知と時間差告知の何れかを選択して、別々にシミュレーション
する。これにより、夫々の長所、短所を明確に把握して建造物ごとの最適な避難方法を選
択することができる。
【００１０】
　請求項１０は、前記シミュレーション条件入力手段は、階毎の告知時間、若しくは、複
数の告知パターンをシミュレーション条件として設定可能としたことを特徴とする。
　シミュレーション条件として、本発明では階ごとに告知時間を条件として入力すること
ができる。若しくは、様々な告知パターンが条件として入力することができる。これによ
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り、対象とする建造物に最適な告知方法を選択することができる。
　請求項１１は、マルチエージェントシミュレーション技術を用いて高層建造物における
災害避難方法をシミュレーションする避難シミュレーション方法であって、シミュレーシ
ョン条件入力手段がシミュレーションを実行する上での条件を入力するステップと、デー
タベースがシミュレーションの対象となる建造物、避難者、及び避難に使用するエレベー
タに係る初期値データを格納するステップと、初期値データ読込手段が該データベースに
格納されている前記初期値データを読み込むステップと、シミュレーション実行手段が各
アイテムごとに設けたシミュレーションを実行するステップと、出力手段が前記シミュレ
ーション実行手段により実行されたシミュレーション結果を出力するステップと、制御手
段が前記各手段を制御するステップと、を備え、前記制御手段は、前記シミュレーション
条件入力手段により入力されたシミュレーション条件及び前記初期値データ読込手段によ
り読み込まれた各初期値データに基づいて前記各アイテムごとのシミュレーションを全て
の避難者に対して実行し、該シミュレーションの結果を可視化して前記出力手段により出
力することを特徴とする。
　本発明は請求項１と同様の作用効果を奏することができる。
【００１１】
　請求項１２は、前記シミュレーション実行手段は、各階に居る避難者が階段を利用して
避難する際の避難行動をシミュレーションする階段利用避難行動シミュレーションと、各
階に居る避難者が各階に備えられたエレベータを利用して避難する際の避難行動をシミュ
レーションするエレベータ利用避難行動シミュレーションと、前記エレベータが各階を移
動する際の移動処理をシミュレーションするエレベータ移動処理シミュレーションと、を
有することを特徴とする。
　本発明は請求項２と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項１３は、前記階段利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に
達した時点、又は、避難者全員が災害発生階の下階に達した時点をもってシミュレーショ
ンの終了とすることを特徴とする。
　本発明は請求項３と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項１４は、前記エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終
了階に達した時点をもってシミュレーションの終了とすることを特徴とする。
　本発明は請求項４と同様の作用効果を奏することができる。
【００１２】
　請求項１５は、前記エレベータ移動処理シミュレーションは、該エレベータの状態、該
エレベータの目的階、及び該エレベータの移動時間を前記避難に使用するエレベータに係
る初期値データとすることを特徴とする。
　本発明は請求項５と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項１６は、前記シミュレーションの対象となる建造物に係る初期値データは、該建
造物のフロア数、各フロアの単位空間スケールを構成する各セルの位置、該セル間の距離
値、及びバンク番号を含むことを特徴とする。
　本発明は請求項６と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項１７は、前記出力手段は、予め設定したシミュレーションステップ間隔ごとに、
全避難者の所在位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開始から避
難完了までの所要時間を少なくともファイル出力することを特徴とする。
　本発明は請求項７と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項１８は、前記シミュレーション条件入力手段は、避難方法として、階段による避
難、又は／及び、エレベータによる避難をシミュレーション条件として入力することを特
徴とする。
　本発明は請求項８と同様の作用効果を奏することができる。
【００１３】
　請求項１９は、前記シミュレーション条件入力手段は、災害の告知方法として、全ての
階に即時に告知する一斉告知、又は災害発生階と直上階には即時告知して他の階には所定
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時間遅れて告知する時間差告知の何れか一方をシミュレーション条件として入力すること
を特徴とする。
　本発明は請求項９と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項２０は、前記シミュレーション条件入力手段は、階毎の告知時間、若しくは、複
数の告知パターンをシミュレーション条件として設定可能としたことを特徴とする。
　本発明は請求項１０と同様の作用効果を奏することができる。
　請求項２１は、請求項１０乃至１８の何れか一項に記載の避難シミュレーション方法を
コンピュータが制御可能にプログラミングしたことを特徴とする。
　本発明の避難シミュレーション方法をコンピュータが制御可能なＯＳに従ってプログラ
ミングすることにより、そのＯＳを備えたコンピュータであれば同じ処理方法により制御
することができる。
　請求項２２は、請求項１９に記載の避難シミュレーションプログラムをコンピュータが
読み取り可能な形式で記録したことを特徴とする。
　避難シミュレーションプログラムをコンピュータが読み取り可能な形式で記録媒体に記
録することにより、この記録媒体を持ち運ぶことにより何処でもプログラムを稼動するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、エージェントとしての避難者の行動を、各アイテムごとにシミュレー
ションすることにより、マルチエージェントとしての集合体になった場合に、避難が迅速
に、且つ安全に実施できるか否かをシミュレーションするので、個別の避難者モデルに関
するデータの集計、分析を行い、想定した避難シナリオについて迅速性、安全性の評価を
して対象建造物の問題点を明確にすることができる。
　また、エージェントとしての避難者の行動を、階段により避難する場合と、エレベータ
により避難する場合とに分けてシミュレーションするので、高層建造物による避難が現実
に近い条件でシミュレーションすることが可能となる。
　また、階段利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に移動すること
と、災害発生階の下の階にとりあえず避難することの何れかが達成された場合をもってシ
ミュレーションの終了とするので、シミュレーションを実行する条件が明確となり、無駄
なシミュレーションを削減することができる。
　また、エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全員が避難終了階に達した
時点をもってシミュレーションの終了とするので、エレベータによる避難の安全性を高め
ることができる。
　また、エレベータが待機中か移動中かを示すエレベータの状態、避難者収容階か避難終
了階かを示すエレベータの目的階、及びエレベータの移動時間をエレベータに係る初期値
データとするので、エレベータの移動処理を避難状況に即した動作としてシミュレーショ
ンすることができる。
【００１５】
　また、建造物の初期値データを、フロアの数、シミュレーションの実行単位であるセル
の位置、及びこのセル間の距離、及びバンク番号とするので、建造物内を移動する避難者
の行動を正確に、且つきめ細かくシミュレーションすることができる。
　また、全避難者の所在位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開
始から避難完了までの所要時間を少なくともファイル出力するので、各階ごとの避難完了
までの所要時間と避難者全員の避難完了までの所要時間を認知することができる。
　また、シミュレーションを開始する前に、シミュレーション条件として階段による避難
、又は、エレベータによる避難の何れか、或いは両方を選択して入力するので、実際の災
害に近い条件を任意に選択してシミュレーションすることができる。
　また、シミュレーショ条件入力手段により一斉告知と時間差告知に何れかを選択して、
別々にシミュレーションするので、夫々の長所、短所を明確に把握して建造物ごとの最適
な避難方法を選択することができる。
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　また、シミュレーション条件として、本発明では階ごとに告知時間を条件として入力す
ること、若しくは、様々な告知パターンが条件として入力することができるので、対象と
する建造物に最適な告知方法を選択することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を図に示した実施形態を用いて詳細に説明する。但し、この実施形態に記
載される構成要素、種類、組み合わせ、形状、その相対配置などは特定的な記載がない限
り、この発明の範囲をそれのみに限定する主旨ではなく単なる説明例に過ぎない。
　図１は本発明の実施形態に係る避難シミュレーションシステムの各機能を示す機能ブロ
ック図である。この避難シミュレーションシステム１００は、マルチエージェントシミュ
レーション技術を用いて高層建造物における火災避難をシミュレーションする避難シミュ
レーションシステム１００であって、シミュレーションを実行する上での条件を入力する
シミュレーション条件入力手段１と、シミュレーションの対象となる建造物、避難者、及
び避難に使用するエレベータに係る初期値データを格納するデータベース（ＤＢ）６と、
データベース６に格納されている初期値データを読み込む初期値データ読込手段２と、各
アイテムごとに設けたシミュレーションを実行するシミュレーション実行手段５と、シミ
ュレーション実行手段５により実行されたシミュレーション結果を出力する出力手段３と
、各手段を制御する制御手段４と、を備えて構成されている。尚、シミュレーション実行
手段５は、各階に居る避難者が階段を利用して避難する際の避難行動をシミュレーション
する階段利用避難行動シミュレーション５ａと、各階に居る避難者が各階に備えられたエ
レベータを利用して避難する際の避難行動をシミュレーションするエレベータ利用避難行
動シミュレーション５ｂと、エレベータが各階を移動する際の移動処理をシミュレーショ
ンするエレベータ移動処理シミュレーション５ｃと、を有する。
　ここで制御手段４は、シミュレーション条件入力手段１により入力されたシミュレーシ
ョン条件及び初期値データ読込手段２により読み込まれた各初期値データに基づいて各ア
イテムごとのシミュレーションを全ての避難者に対して実行し、シミュレーションの結果
を可視化して出力手段３により出力する。
【００１７】
　即ち、本実施形態のシミュレーションシステム１００は、シミュレーション条件入力手
段１、データベース６、初期値データ読込手段２、シミュレーション実行手段５、出力手
段３、及び制御手段４を備えて構成されている。そして、制御手段４はシミュレーション
条件入力手段１により入力されたシミュレーション条件及び初期値データ読込手段２によ
り読み込まれた各初期値データに基づいて、各アイテムごとのシミュレーションを全ての
避難者に対して実行し、このシミュレーションの結果を可視化して出力手段３により出力
する。即ち、エージェントとしての避難者の行動を、各アイテムごとにシミュレーション
することにより、マルチエージェントとしての集合体になった場合に、避難が迅速に、且
つ安全に実施できるか否かをシミュレーションする。これにより、個別の避難者モデルに
関するデータの集計、分析を行い、想定した避難シナリオについて迅速性、安全性の評価
をして対象建造物の問題点を明確にすることができる。
【００１８】
　また、エージェントとしての避難者の行動を、階段により避難する場合と、エレベータ
により避難する場合とに分けてシミュレーションすることにより、マルチエージェントと
しての集合体になった場合に、避難が迅速に、且つ安全に実施できるか否かをシミュレー
ションする。また、エレベータにより避難する場合は、避難者がとる行動によりエレベー
タの移動処理がどのようになるかもシミュレーションする。これにより、高層建造物によ
る避難を現実に近い条件でシミュレーションすることが可能となる。
　また、出力手段３は、予め設定したシミュレーションステップ間隔ごとに、全避難者の
所在位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開始から避難完了まで
の所要時間を少なくともファイル出力する。即ち、避難者が避難する場合、最も重要なフ
ァクターは、シミュレーション開始から避難完了までの所要時間である。当然、階が低い
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避難者ほど避難完了までの所要時間が短くなる。そこで本実施形態では、全避難者の所在
位置、及び、避難が完了した避難者についてシミュレーション開始から避難完了までの所
要時間を少なくともファイル出力する。これにより、各階ごとの避難完了までの所要時間
と避難者全員の避難完了までの所要時間を認知することができる。
　また、シミュレーション条件入力手段１は、避難方法として、階段による避難、又は／
及び、エレベータによる避難をシミュレーション条件として入力することができる。即ち
、災害が発生した場合、必ずしもエレベータが使用できるとは限らない。そこで本発明で
は、シミュレーションを開始する前に、シミュレーション条件として階段による避難、又
は、エレベータによる避難の何れか、或いは両方を選択して入力することができる。これ
により、実際の災害に近い条件を任意に選択してシミュレーションすることができる。
【００１９】
　図２は本発明に係る避難シミュレーションシステムの全体動作を説明するフローチャー
トである。まず、対象とする超高層建物に対して、迅速かつ安全な火災避難を実現するた
めの避難シナリオを検討する（Ｓ１）。検討する項目として、建物平面の間取りの改善、
フロア毎の火災発生告知タイミング、エレベータを使用した避難を許可するフロア（また
は許可する避難者タイプ）の選択、一時避難階の設定がある。
　次に、シミュレーションの実施準備として、検討した避難シナリオにおける避難効率を
シミュレーションにより検証するため、避難シナリオの内容に基づいた各種の設定ファイ
ルを作成する（Ｓ２）。尚、シミュレーション事前データファイルとして、建物情報定義
ファイル、避難者情報ファイル、エレベータ情報ファイル、シミュレーション条件設定フ
ァイルがある。
　次に、シミュレーションの実施として、避難シナリオの内容にもとづいた各種の設定フ
ァイルを用いてシミュレーションを実施し、結果をデータファイルとして取得する（Ｓ３
）。尚、シミュレーション結果データファイルとして、避難者位置ログファイル、避難完
了時間ログファイルがある。
　次に、シミュレーション結果の分析として、取得したデータファイルに関して集計・分
析を行い、想定した避難シナリオについて迅速性・安全性の観点から評価を行い、問題が
あればその原因を特定する（Ｓ４）。この結果を評価・分析レポートとして出力する。
【００２０】
　図３は本発明に係る避難シミュレーションシステムの詳細動作を説明するフローチャー
トである。まず、シミュレーションを実行する上での条件をシミュレーション条件入力手
段１から入力し、シミュレーションの対象となる建造物、避難者、及び避難に使用するエ
レベータに係る初期値データ（詳細は後述する）を初期値データ読込手段２によりデータ
ベース６から読み込む（Ｓ１０）。次に、火災発生を告知する。このとき、一斉告知か時
間差告知かはシミュレーション条件入力手段１により予め選択して入力しておく（Ｓ１２
）。次に、所定階に居る避難者ｎをｎ＝１，Ｎ，１（Ｎは避難者総数、１人目をＮ人まで
１人ずつの意味）として設定する（Ｓ１３）。次に避難完了状態かを検証し（Ｓ１４）、
最初はまだ避難が完了していないので、ステップＳ１５に進む。ステップＳ１５では、エ
レベータが利用可能かを検証し（Ｓ１５）、エレベータの利用が可能であれば（Ｓ１５で
ＹＥＳ）、シミュレーション実行手段５のエレベータ利用避難行動シミュレーション５ｂ
を実行する（Ｓ１６）。ステップＳ１５でエレベータの利用が不可であれば（Ｓ１５でＮ
Ｏ）、シミュレーション実行手段５の階段利用避難行動シミュレーション５ａを実行する
（Ｓ１７）。このステップＳ１３からステップＳ１８の各ステップをｎ＝Ｎになるまで繰
り返す。その結果、ステップＳ１４により所定の階の全ての避難者の避難が完了すると（
Ｓ１４でＹＥＳ）、エレベータ利用避難行動シミュレーション５ｂを実行した避難者に対
して、エレベータが各階を移動する際の移動処理をシミュレーションするエレベータ移動
処理シミュレーション５ｃを実行する（Ｓ１９）。これにより所定階における避難者の避
難が完了して、その結果を出力手段３から建物平面図、避難者の位置を画面表示する（Ｓ
２０）。それと同時にシミュレーション結果をファイル出力する（Ｓ２１）。そして、各
階の避難者全員が避難完了状態かを検証し（Ｓ２２）、全ての階の避難者が避難を完了し
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ていなければ、ステップＳ１１に戻って、次の階の避難者数を設定して（Ｓ１３）、ステ
ップＳ１４から繰り返す。従って、ステップＳ１３～Ｓ１８の繰り返しでは時間毎の避難
者の移動を行っているので、完了するのは単位時間における避難者の移動となる。同様に
、ステップＳ１１～Ｓ２２の繰り返しでは、全員が避難を終えるまでの全時間が完了する
こととなる。
【００２１】
　図４はデータベース６に記憶されている初期値データの一例を示す図である。
　初期値データのカテゴリとして、建物、避難者、エレベータ情報、及びシミュレーショ
ン条件がある。建物のカテゴリの内容は、グローバル値としてフロア数、セル位置として
床セル、壁セル、障害物セル、階段セル、階段出入口セル、出口セル、エレベータホール
セル、エレベータ乗降口セルがあり、セル距離値として、床セル、階段セル、エレベータ
ホールセルがあり、バンク番号として、エレベータホールセルがある。ここで、セル距離
値として図５（ａ）に示すように、目的地セル３３の周辺セル（障害物セル３２および階
段セルを除く）に対して、目的地セル３３からの距離値を図５（ｂ）のように順次設定す
る。（避難者が移動する際に、この距離値を参照して目的地に近づく移動方向を取得する
）１フロア内に階段出入口が複数ある場合は、階段出入口ごとにそれぞれ距離の分布を別
個に作成する（避難者によってどの階段を利用するかが予め決められているため）。また
、避難者のカテゴリの内容は、避難者の初期位置、避難者の最大歩行速度、避難方式（エ
レベータ使用可、不可）、フロア内使用階段番号等の属性がある。また、エレベータ情報
のカテゴリの内容は、初期所在階（定数、地上階）、階間移動所要時間、停止階、定員、
所属バンク番号がある。また、シミュレーション条件のカテゴリの内容は、火災発生階、
火災発生告知タイミング(フロアごと)、終了条件として、Ａ：全員が出口に達した。Ｂ：
全員が火災発生下階に達した。
　即ち、シミュレーション結果を大きく左右するものは建造物の初期値データである。即
ち、フロアの数、シミュレーションの実行単位であるセルの位置、及びこのセル間の距離
、及びバンク番号である。バンク番号とは、例えば、１階から１３階までを各階に停止す
るエレベータをバンク１とし、１階から１３回まで停止しないで１４階から２３階まで各
階に停止するエレベータをバンク２とするように複数のバンクを形成する。これにより、
建造物内を移動する避難者の行動を正確に、且つきめ細かくシミュレーションすることが
できる。
【００２２】
　図６は本発明に係る階段利用避難行動シミュレーションの動作を説明するフローチャー
トである。まず、各階ごとに避難終了階（図４の終了条件のＡかＢ）に達しているかを検
証する（Ｓ３０）。避難終了階に達していなければ（Ｓ３０でＮＯ）、現在階の階段出入
口に到着済かを検証する（Ｓ３１）。到着していれば（Ｓ３１でＹＥＳ）、１階下の階段
出入口に到着済かを検証する（Ｓ３２）。到着していれば（Ｓ３２でＹＥＳ）、現在階の
階数をデクリメントして終了する（Ｓ３３）。
　一方、ステップ３０において、避難終了階に達していれば（Ｓ３０でＹＥＳ）、一つは
「Ａ.全員が出口に達した」の場合（避難終了階＝地上階）は避難完了状態とする（Ｓ３
４）。二つ目は、「全員が火災発生階下階に達した」の場合（避難終了階＝火災発生下階
）は、避難完了状態かを検証し（Ｓ３５）、完了状態であれば（Ｓ３５でＹＥＳ）終了し
、避難完了状態でなければ（Ｓ３５でＮＯ）、出口に達しているかを検証し（Ｓ３６）、
達していなければ（Ｓ３６でＮＯ）出口へ移動し（Ｓ３７）、達していれば（Ｓ３６でＹ
ＥＳ）避難完了状態にする（Ｓ３８）。また、ステップＳ３１で現在階の階段出入口に到
着していなければ（Ｓ３１でＮＯ）、現在階出入口に移動する（Ｓ３９）。ステップＳ３
２で１階下の階段出入口に到着していなければ（Ｓ３２でＮＯ）、１階下の階段出入口に
移動する（Ｓ４０）。
　即ち、エレベータが使用不能となって階段により避難する場合、最も安全なことは避難
者全員が避難終了階に移動することである。また、特に火災が発生した場合は、その発生
階の下の階にとりあえず避難することが重要である。従って、シミュレーションの終了条
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件としては、これらの何れかが達成された場合をもって終了とする。これにより、シミュ
レーションを実行する条件が明確となり、無駄なシミュレーションを削減することができ
る。
【００２３】
　図７は本発明に係るエレベータ利用避難行動シミュレーションの動作を説明するフロー
チャートである。まず、各階ごとに避難終了階（図４の終了条件のＡかＢ）に達している
かを検証する（Ｓ５０）。避難終了階に達していなければ（Ｓ５０でＮＯ）、エレベータ
乗降階に達しているかを検証する（Ｓ５１）。達していれば（Ｓ５１でＹＥＳ）、エレベ
ータ乗降口からの一定距離内かを検証する（Ｓ５２）。一定距離内であれば（Ｓ５２でＹ
ＥＳ）、エレベータが到着しているかを検証し（Ｓ５３）、到着していれば（Ｓ５３でＹ
ＥＳ）、エレベータに乗り（Ｓ５４）、行き先階を指示する（Ｓ５５）。
　一方、ステップ５０において、避難終了階に達していれば（Ｓ５０でＹＥＳ）、一つは
「Ａ.全員が出口に達した」の場合は避難完了状態とする（Ｓ５６）。二つ目は、「全員
が火災発生階下階に達した」の場合（避難終了階＝火災発生下階）は、避難完了状態かを
検証し（Ｓ５７）、完了状態であれば（Ｓ５７でＹＥＳ）終了し、避難完了状態でなけれ
ば（Ｓ５７でＮＯ）、出口に達しているかを検証し（Ｓ５８）、達していなければ（Ｓ５
８でＮＯ）出口へ移動し（Ｓ５９）、達していれば（Ｓ５８でＹＥＳ）避難完了状態にす
る（Ｓ６０）。また、ステップＳ５１でエレベータの乗降階に達していなければ（Ｓ５１
でＮＯ）、現在階出入口に到着済かを検証し（Ｓ６３）、到着していなければ（Ｓ６１で
ＮＯ）現在階階段出入口に移動する（Ｓ６２）。ステップＳ６１で到着していれば（Ｓ６
１でＹＥＳ）、１階下の階段出入口に到着済みかを検証し（Ｓ６３）、到着していなけれ
ば（Ｓ６３でＮＯ）、１階下の階段出入口に移動する（Ｓ６４）。到着していれば（Ｓ６
３でＹＥＳ）、現在階の階数をデクリメントする（Ｓ６５）。また、ステップＳ５２でエ
レベータ乗降口からの一定距離内でなければ（Ｓ５２でＮＯ）エレベータ乗降口へ移動す
る（Ｓ６６）。また、ステップＳ５３でエレベータが到着していなければ（Ｓ５３でＮＯ
）、エレベータ待機状態にする（Ｓ６７）。
　即ち、エレベータは密室であるため、避難の途中で停止して避難者を缶詰状態にするこ
とも有り得る。そのとき、各階の途中で停止した場合は、救出が困難となることも発生す
る。従って、エレベータにより避難する場合は、エレベータが避難終了階に達したか否か
が重要である。その意味からも、エレベータ利用避難行動シミュレーションは、避難者全
員が避難終了階に達した時点をもってシミュレーションの終了とすることが鉄則である。
これにより、エレベータによる避難の安全性を高めることができる。
【００２４】
　図８は本発明に係るエレベータ移動処理シミュレーションの動作を説明するフローチャ
ートである。前提条件として、エレベータの状態＝｛待機中，移動中｝、エレベータの目
的階＝｛避難者収容階，避難終了階（＝地上階）｝、エレベータの初期値：状態＝待機中
，目的階＝避難者収容階，移動時間＝０とする。
　先ずエレベータの状態が待機中かを検証する（Ｓ７０）。待機中であれば（Ｓ７０でＹ
ＥＳ）、避難者収容階の待ち人数が居るかを検証する（Ｓ７１）。居なければ終了し（Ｓ
７１でＮＯ）、１人でも居れば（Ｓ７１でＹＥＳ）、目的階を避難者収容階とし（Ｓ７２
）、状態を移動中とし（Ｓ７３）、移動時間をリセットする（Ｓ７４）。一方、ステップ
Ｓ７０で状態が待機中でなければ（Ｓ７０でＮＯ）、移動時間が移動所要時間と等しいか
を検証する（Ｓ７５）。ここで、｛階間移動所要時間（Ｆ１，Ｆ２）｜Ｆ１，Ｆ２は１，
２，・・・Ｍ階の全通り｝のデータをエレベータ情報として予め用意する。移動時間が移
動所要時間と等しくなければ（Ｓ７５でＮＯ）、移動時間をインクリメントする（Ｓ７６
）。ステップＳ７５で移動時間が移動所要時間と等しければ（Ｓ７５でＹＥＳ）、目的階
が避難者収容階と等しいかを検証し（Ｓ７７）、等しくなければ（Ｓ７７でＮＯ）、避難
者をエレベータのカゴから降ろして（Ｓ８２）、状態を待機中にして（Ｓ８３）、移動時
間をリセットする（Ｓ８４）。ステップ７７で目的階が避難者収容階と等しければ（Ｓ７
７でＹＥＳ）、避難者をカゴに収容し（Ｓ７８）、目的階を避難終了階にして（Ｓ７９）
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、状態を移動中にして（Ｓ８０）、移動時間をリセットする（Ｓ８１）。
　即ち、エレベータの移動は、各階に備えられた行き先階ボタンの指示に従って移動する
。また、エレベータ独自のアルゴリズムに従って動作する。例えば、上の階と下の階で同
時に行き先階ボタンが押された場合、どちらを優先するかは、エレベータが停止している
階により異なる。従って本実施形態では、エレベータが待機中か移動中かを示すエレベー
タの状態、避難者収容階か避難終了階かを示すエレベータの目的階、及びエレベータの移
動時間をエレベータに係る初期値データとする。これにより、エレベータの移動処理を避
難状況に即した動作としてシミュレーションすることができる。
【００２５】
　次に本発明に係る避難シミュレーションシステム１００によりシミュレーションした実
施例について説明する。本実施例によりシミュレーションする対象ビルディングは、都内
に建つ地上４２階地下２階の大規模複合オフィスビルである。設計時の避難計画では、火
災発生後に火災告知が規定のタイミングで行われ、建物の利用者は階段を利用して地上階
までの避難を行うよう定められている。しかし、大勢の避難者を地上まで一斉に避難させ
ると混乱が生ずることが予想されるほか、車椅子利用者などの災害弱者の存在を考慮する
と、階段のみの避難を想定することは現実的でない面がある。本実施例では、エレベータ
による避難（現在は認可されていない）を行った場合の避難シナリオおよび、混雑発生を
回避するための避難誘導を行った避難シナリオについて、迅速性・安全性の検証を行った
。本手法では、ここで述べるシナリオ以外にも、火災発生の告知タイミング調整などのシ
ナリオについても評価を行うことができる。
　図９は階段のみで避難を行なった場合の避難完了時間の分布を表す図であり、図１０は
階段とエレベータを併用した場合の避難完了時間の分布を表す図である。散布図上のポイ
ント一つが一人の避難者を表す。グラフの横軸は火災発生から避難が完了するまでの時間
であり、縦軸は各避難者が火災発生前に滞在していた階数である。
　この結果から、１）図１０の階段とエレベータを併用した避難では、図９の階段のみの
避難よりも全員の避難完了時間が大幅に短縮されることがわかる。また、２）図９の階段
のみによる避難では、全体の傾向としては高層階の滞在者ほど避難完了が遅くなるが、低
層階であっても一部の避難者は避難が大幅に遅れる場合があることがわかる。さらに、３
）図９の階段のみによる避難では全避難者が大きく二つのグループＡ、Ｂに分かれている
（傾きが大きい直線状に分布する少人数グループＡ、傾きが小さい直線状に分布する大人
数グループＢ）ことがわかる。
【００２６】
　本実施例では個人毎の避難状況を逐次再現しているため、個人毎の詳細な行動履歴を用
いて、これらの所見に対してより詳細な検討を加えることが可能である。例えば、所見３
）については、避難時間が相対的に早い少人数グループ（傾きの大きい直線状のグループ
）Ａの避難者の行動履歴を追跡したところ、このグループは各フロアで２か所ある階段の
うちの一方を集中して利用していることが分かった。これより、フロア全体での階段の輸
送力は有効活用されておらず、２か所の階段で過疎状態、過密状態がそれぞれ生じている
ことがわかる。したがって、避難時に利用すべき階段をフロア内のエリアごとにあらかじ
め取り決めておき、２か所の階段の利用率を均衡させることでフロア全体の避難時間を短
縮する等の施策が考えられる。
　図９の階段のみを使用した避難方法では、階段の利用率のアンバランスにより避難効率
が低下する可能性があることがわかった。それに対し、同じく階段のみによる避難の場合
に、２か所の階段の利用率を均衡させることでフロア全体の避難時間を短縮する方策を検
討する。そこで、２か所ある階段に近い座席位置に従ってフロア内を２エリアに分割し、
各々の避難者が使用する階段をあらかじめ決められているものとする。これは、避難体制
としてのルールを事前の避難訓練等により周知させている、あるいは、災害発生時に誘導
員等により避難経路の指示が行われることに相当する。このような設定のもとでシミュレ
ーションを行った結果を図１１に示す。図９と図１１を比較すると、階段の利用効率の偏
りが解消され、避難時間が５９．５分から４３．５分へと約１６分短縮されていることが
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わかる。
【００２７】
　避難の迅速性については以上のように評価を行うことができるが、一方、避難のプロセ
スは迅速であるだけでなく、身体接触や転倒による事故が起こらないように、安全性の面
からも検討されていなくてはならない。この種の事故の危険性は、単位面積あたりの避難
者人数（避難者密度）が大きくなるにつれ増大する。この点について評価を行うため、個
人毎に出力された座標ログデータを用いて、フロア内の特定のエリア（階段内および通路
内）での避難者密度を時系列的に算出した。図１２には、避難誘導を実施する前（階段の
みによる避難）Ｃと、避難誘導を実施した場合Ｄの各々について、階段内と通路内の最大
密度を示す。ここから、避難誘導を実施することにより、避難完了までの時間が短縮され
るだけでなく、避難時に発生する事故の危険性を減少させる効果も期待できることがわか
る。
【００２８】
　図１３は、３０階、及び３１階の居住者が火災階より下階（２９階）に到達するまでの
時間を、告知の時間差を設けない場合と設けた場合の２通りについて示す図である。
　安全な避難誘導のための施策の一つとして、避難を促す告知放送を行うタイミングを調
整し、フロア間に告知の時間差を設ける方法（時間差告知）がある。この施策は、火災に
よる危険性がフロア毎に異なるため、危険度の高いフロア（避難の優先度が高いフロア）
に対して最初に告知放送を行って早期に避難させるという方針に基づいたものである。一
般には、火災の発生階およびその直上階を危険度の高いフロアとして扱う。
　本手法では、告知放送のタイミングをフロアごとに別個に指定することができる。今回
、以下のような設定でシミュレーションを実施し、フロアごとに告知の時間差を設けた場
合の効果を検証した。シミュレーションの設定としては、１）火災は３０階で発生する。
２）火災発生階（３０階）とその直上階（３１階）の居住者には火災発生直後に告知を行
う。３）３０、３１階以外の居住者には、火災発生の５分後に告知を行う。４）避難には
エレベータを使用せず、階段のみを使用する。
　このように時間差を設けて告知を行うことで、時間差を設けない場合（一斉告知）に比
べて、ビル全体の避難完了時間は遅くなる（３０、３１階以外に対しては、あえて避難開
始の時間を遅らせているため）。その代り、危険度の高い３０、３１階の居住者が当面の
危険を回避するための時間（火災階よりも下の階に避難するまでの時間）は短縮できる可
能性がある（３０、３１階以外の居住者との同時避難による混雑発生を避けられるため）
。
【００２９】
　図１３から明らかな通り、告知に時間差を設けた場合には、設けない場合に比べて、３
０、３１階の居住者が火災階より下階に達するまでの時間が短縮されていることがわかる
。したがって、時間差をつけて告知を行うことは、危険度の高いフロアの居住者を優先的
に避難させるために有効な施策であるといえる。
　即ち、災害が発生したとき、災害の告知を如何に早く、且つ確実に行なうかが、被害を
大きくするか否かの分岐点である。この告知方法として、全ての階に即時に告知する一斉
告知、又は災害発生階と直上階には即時告知して他の階には所定時間遅れて告知する時間
差告知がある。これらの告知方法には一長一短があり、一斉告知の場合は、同時に全員に
伝えることはできるが、避難者が避難口やエレベータに殺到して二次災害を起こす虞があ
る。それに対して、時間差告知は、最も災害発生現場に近い一部の避難者は即時に避難を
開始することができるが、所定時間遅れて告知された階に障害者等の弱者が居た場合、告
知の時間が遅れた分だけ危険度が大きくなるといった課題が残る。本発明では、シミュレ
ーショ条件入力手段により一斉告知と時間差告知の何れかを選択して、別々にシミュレー
ションする。これにより、夫々の長所、短所を明確に把握して建造物ごとの最適な避難方
法を選択することができる。
　また、シミュレーション条件として、本発明では階ごとに告知時間を条件として入力す
ることができる。若しくは、様々な告知パターンが条件として入力することができる。こ
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れにより、対象とする建造物に最適な告知方法を選択することができる。
【００３０】
　以上に説明したとおり、本発明は、上述した実施形態のみに限定されたものではない。
上述した実施形態の避難シミュレーションシステムを構成する各機能をそれぞれプログラ
ム化し、あらかじめＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に書き込んでおき、コンピュータに搭載し
たＣＤ－ＲＯＭドライブのような媒体駆動装置にこのＣＤ－ＲＯＭ等を装着して、これら
のプログラムをコンピュータのメモリあるいは記憶装置に格納し、それを実行することに
よって、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
　この場合、記録媒体から読み出されたプログラム自体が上述した実施形態の機能を実現
することになり、そのプログラムおよびそのプログラムを記録した記録媒体も本発明を構
成することになる。尚、プログラムを格納する記録媒体としては半導体媒体（例えば、Ｒ
ＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光媒体（例えば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ等）、磁
気媒体（例えば、磁気テープ、フレキシブルディスク等）等のいずれであってもよい。
　また、ロードしたプログラムを実行することにより上述した実施形態の機能が実現され
るだけでなく、そのプログラムの指示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他の
アプリケーションプログラム等と協働して処理することによって上述した実施形態の機能
が実現される場合も含まれる。
　また、市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させ
たり、インターネット等を介して接続されたサーバコンピュータの記憶装置にプログラム
を格納しておき、インターネット等を通じて他のコンピュータに転送することもできる。
この場合、このサーバコンピュータの記憶装置も本発明の記録媒体に含まれる。
　なお、コンピュータでは、可搬型の記録媒体上のプログラム、または転送されてくるプ
ログラムを、コンピュータに接続した記録媒体にインストールし、そのインストールされ
たプログラムを実行することによって上述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に係る避難シミュレーションシステムの各機能を示す機能ブロ
ック図である。
【図２】本発明に係る避難シミュレーションシステムの全体動作を説明するフローチャー
トである。
【図３】本発明に係る避難シミュレーションシステムの詳細動作を説明するフローチャー
トである。
【図４】データベース６に記憶されている初期値データの一例を示す図である。
【図５】セル距離値について説明する図である。
【図６】本発明に係る階段利用避難行動シミュレーションの動作を説明するフローチャー
トである。
【図７】本発明に係るエレベータ利用避難行動シミュレーションの動作を説明するフロー
チャートである。
【図８】本発明に係るエレベータ移動処理シミュレーションの動作を説明するフローチャ
ートである。
【図９】階段のみで避難を行なった場合の避難完了時間の分布を表す図である。
【図１０】階段とエレベータを併用した場合の避難完了時間の分布を表す図である。
【図１１】避難体制としてのルールを事前の避難訓練等により周知させている、あるいは
、災害発生時に誘導員等により避難経路の指示が行われる設定のもとでシミュレーション
を行った結果を示す避難完了時間の分布図である。
【図１２】避難誘導を実施する前（階段のみによる避難）Ｃと、避難誘導を実施した場合
Ｄの各々について、階段内と通路内の最大密度を示す図である。
【図１３】３０、３１階の居住者が火災階より下階（２９階）に到達するまでの時間を、
告知の時間差を設けない場合と設けた場合の２通りについて示す図である。
【符号の説明】
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【００３２】
　１　シミュレーション条件入力手段、２　初期値データ読込手段、３　出力手段、４　
制御手段、５　シミュレーション実行手段、５ａ　階段利用避難行動シミュレーション、
５ｂ　エレベータ利用避難行動シミュレーション、５ｃ　エレベータ移動処理シミュレー
ション、６　データベース、１００　避難シミュレーションシステム
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【図２】

【図３】
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